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社 会 政 策 の 展 開 とボ ラ ンテ ィア活 動
一T .H.マ ー シ ャル を て が か りに して 一

森定玲子

1.社 会福祉制度改革とボランティア活動

2025年 に日本は、人口の4分 の1を65歳 以上の高齢者が占め る超高齢社会にな り、介

護が必要 な高齢者の数 も現在 の2倍 の520万 人 になると予測 されている。急速 な福祉 ニ

ーズの高ま りに対応すべ く、政府 は1980年 代 から社会福祉制度改革 に着手 してきた。財

政的な思惑 とノーマライゼーションの理念の普及か ら、政策の重点 を施設処遇か ら居宅

処遇へ、現金給付か らサービス給付へ、公的扶助か ら自助 ・相互扶助へ移 していった。

高齢者や障害者の在 宅生活 を支援するためには、デイサービスやホームヘルプサー ビ

ス、入浴サー ビス、配食サービス等の様々な対人福祉サ ービスが必要 となる。 これらの

ニーズの高 ま りに公的サービスの整備が追いつかず、市場型のサービスも未成熟である

現在、その供給主体 としてボランティア団体が大いに期待 されている。政府は1980年 代

後半か ら、対人福祉サービスを供給するマ ンパ ワーの確保 とい う目的の もとで、ボラン

ティア振興政策に力を入れて きた1)。

対人福祉サービス との関係でボランティア活動 自体 も変化 して きている。特 に注 目さ

れるのは、 「住民参加型在宅福祉 サービス」 と呼 ばれ る活動 であ る%多 くは会員制で、

住民相互の助け合いの理念に基づ き、サ ービスの利用者 も提供者 も一定の会費 を支払 い

会員 として登録 される。サー ビスの利 用 と提供 に際 して、利用者 は利用料金 を支払い、

提供者 は報酬 を受け取る。金銭的報酬 の代わ りに時間預託制度を取 り入れている ところ

もあ る3)。この ような活動が 「ボランテ ィア活動」に含 まれるか どうか については、多

くの論争を引 き起 こした。

ボランティア活動の特性 として 「自発性(自 由意志性)」、「無給性(無 償性)」、「公益

性(公 共性)」、「創造性(先 駆性)」 の4つ が よく挙 げられる。住民参加型在宅福祉サー

ビスなどのように、非営利 を目的 としていて も、サー ビスの受給 と給付 に金銭が媒介す

る場合、「無給性」に抵触することになり、「ボランティア活動」 とは区別するべ きだと

いう見解 もある。 しか し、1993年 に出された中央社会福祉審議会地域福祉専門分科会の

意見具 申 「ボランテ ィア活動 の中長期的な振興方策 について」では、ボランテ ィア活動

の基本特性 に 「互酬性」 とい う概念 を導入することによって、住民参加型サービス もボ

ランティア活動の1つ であるという解釈を示 している4)。
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対 人福祉サービスの供給 においてなぜボランテ ィア活動が重視 されるのか。ボランテ

ィア活動の 「有償化」 にはどの ような意味があるのか。 これらの問題 は、ボランテ ィア

活動 だけを取 り出 して考察 しても容易に解決で きないだろ う。ボランティア活動 を、社

会政策の展開というより広「いコンテキス トに置 き直 して検討す る必要があるだろう。

そこで、本稿では、イギリスにおけるボラシティア活動の議論 に土台を与えたw.ベ ヴ

ァリッジの 『ボランタリー ・アクシ ョン』(1948)と 、T.H.マ ーシャルの社会政策論 を取

り上げるこ とにす る。 マーシャルの著作 の うちここで特 に問題 とされるのは、 ゼ階級、

市民権 と社会発劉(1964)・ 〕、『社会政策』(1975)、 『福祉 に対する権利』(1981)と いっ

た業績である。ボランティア活動 に関する社会学理論 を構築するための手がか りとして、

ベヴァリッジが提示 したボランティア活動の議論 を、マーシャルが社会政策を分析す る

枠組みにどの ように組み入れたかについて検討 してみる。

2.ベ ヴ ァ リッジの ボ ラ ンテ ィア活 動 論

ベ ヴァ リ ッジは、 戦後 の イギ リス の福 祉 国家 体 制 を築 く契機 となった 『社会 保 険お よ

び 関連サ ー ビス(ベ ヴ ァ リ ッジ報告)』(1942)の 著 者 と してあ ま りに も有 名 であ る。 し

か し、彼 が、 『ベ ヴ ァリ ッジ報 告』 と共 に、『自由社 会 にお ける完全 雇用 』(1945)と 『ボ

ラ ンタ リー ・ア クシ ョン』 を3部 作 と して位置 づ け てい る こ とは、意外 に知 られ てい な

いQ

ベ ヴァリッジが 響ボランタリー ・アクション』 を著 した直接 の きっかけは、全国預金

友愛組合か ら、国民保険法の施行 によって被 る影響について調査研究 を依頼 されたこと

による。 イギ リスでは19世 紀半ばか ら、慈善組織協会6)や友愛組合7)に代表 されるように、

ボランテ ィア活動が盛 んであ り、行 政 とは独立 に貧困救済に取 り組んで きた。これ らの

ボランテ ィア活動 は多かれ少なかれ、20世 紀初頭以降の公 的社会サービスの拡充 によっ

て影響を受けてきた。そこで、ベヴァリッジは問題 を友愛組合に限定せず、福祉国家体

制8の もとでのボランテ ィア活動の役割 というよ り一般 なテーマ を取 り上げた。前2作

の議論に絡めて、ボランティア活動の問題をより広い社会政策の文脈 に置 き直 したべ ヴ

ァリッジの 「ボ ランタリー ・アクション』は、「ボ ランティア活動論」 という文脈の も

とで理解 されるとき、その内容 をもっとも的確 に把握 されるように思われるσ

第1報 告書が、ナショナル ・ミニマムを権利 として保障 し得る杜会保障計画のモデル

を提示 しているのに対 し、第2報 告書は、社会保障制度の前提 となる完全雇用を維持す

る方策 を提案 している。ケインズの影響 を受 けて、生産活動 を私企業に委ねたまま、国

家の総支出を増大することによって完全雇用 を達成できる と主張 している。

第1報 告書が社会政策、第2報 告書が経済政策 と、対象 とする領域 は異 なるが、次の

2つ の点は共通 している。1つ は、国家が金銭 をコン トロールすることに よって、「貧

困」 と 「失業」 というそれぞれの問題の解決を試み、ナショナル ・ミニマムを保障 しよ
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うとするスタンスである。 もう1つ は、「国家 はで きるだけ市民の創意 と営為の余地 を

残すべ きである」9}という制約を置いていることである。

国家の介入 を金銭のコントロールの領域 に、 しか も、最低限にとどめるべ きだという

信念か ら、ベ ヴァリッジは、経済の領域において生産活動 を私企業に期待 した。同 じよ

うに、福祉 の領域 においてサービスの提供 をボランティア活動 に期待 した。社会保障制

度によって購買力 を再分配 しただけで は、ナショナル ・ミニマムの保障は達成で きない。

「金銭 はどのようにうま く配分されて も、全ての人々に十分なだけの量が生産 されてい

なければ、全ての人々が健康な生活の物質 的な必需品を買うことができない。 しば しば

金銭では買えないもの一物ではな く、サー ビスである一があ り、それは義務の感覚から

与えられるか も知れない。」10)その意味 で、第3報 告書 は第1報 告書 を補完するもの とし

て位置づけ られている。

ベ ヴァリッジは、ボランタリー ・アクションを 「国家権力 を行使す るいかなる権威の

指図の下」 にな く、「各々の市民が家庭 の外で、彼 と彼の仲間の生活条件 を改善するた

めに行 う」活動 と定義 しているL%す なわち、ボランタリー ・アクションの特性 として

「公的 コントロールか らの独立性」 と 「社会改良」の2つ を挙げている。 この2つ の特性

は、現在 の 日本において、「ボランテ ィア活動」 といわれているもの と重なる部分が多

い。そこで、ベ ヴァリッジの 「ボランタリー ・アクション」 に 「ボランテ ィア活動」 と

いう訳語 を与えて、彼の議論の展開の道筋 をおってい きたい と思 う且2)。

ベ ヴァリッジの定義 には、個 人レベルか ら、組織 レベルまで全 て含まれる。ボランテ

ィア活動 は諸個人の情熱の発露 として始 まるが、ボランティア団体へ と組織化 されてい

くことがある'%ベ ヴ ァリッジは もっぱ ら組織化 されたボラ ンテ ィア活動 に焦点 を当て

て論 じてい る。それゆえ、ボランテ ィア活動の特性 として 「無償性」 についてはそれほ

ど重視 していない。当時、ボランティア団体が有給の職員を雇用す るようになって きた

ので、「無償性」 とい う概念ではボランテ ィア活動 を捉 えることがで きな くなって きた

と考 えたか らである。

「公的コン トロールからの独立性」、すなわち、「私的営為」であるという意味ではボ

ランティア活動 と私企業 は共通 しているが、活動原理 において両者 は異 なる。 ボランテ

ィア活動 は 「営利事業ではな く人間のためのサー ビスにおける、利潤ではなく社会的良

心 という推進力による、私的営為」14)に関係 している。ベ ヴァリッジは、ボランテ ィア

活動 の原理 をさらに 「相互扶助(mutualaid)」 と 「博愛主義(philan廿mpy)」 の2つ に区別

している且%相 互扶助 は、同 じようなニー ドを持 つ者同志がお互いに助 け合うことによ

って自らを助けるとい うものである。博愛主義 とは、困難 な状況にある隣人 をその まま

に見過 ごす ことができず 、何 らかの援助の手 を差 し伸べ ようとすることである。友愛組

合は前者の例であ り、慈善組織協会は後者の例である。

相互扶助 も博愛主義 も、小集団やコ ミュニテ ィ内での直接的人間的なふれあいの中か

ら自然発生的に生み出 されるものであるが、次の4つ の点で異なってい る。第1に 、相
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互扶助は対等 な人々の間の扶助であるのに対 し、博愛主義は恵 まれた人々が恵 まれない

人々に与 える扶助 である。第2に 、相互扶助 ではサー ビスに対する支払いが要求される

のに対 し、博愛主義では期待 されない。第3に 、相互扶助は自己充足的であ り身近な問

題に関わる傾向があるのに対 し、博愛主義 は社会問題を告発 し政府の取 り組みを求める

運動 に展開 してい く傾向がある。第4に 、相互扶助は拡大すると、企業あるいは準商業

タイプの大規模組織 に似て くるの対 し、博愛主義が拡大する と、公的社会サー ビス と並

行 して運営 され るサー ビス を作 り出す。 これ らの2つ の異なった源泉を持つボランテ ィ

ア活動が、19世 紀 に多 くの生活条件の改善をもた らしたのである16)。

ベ ヴァリッジはボランテ ィア活動の未来 について次 の3つ の見通 しを立てていた。第

1に 、社会保障制度の拡充 によって、従来ボ ランティア活動が対象 としていた 「貧困」

に関わる領域の大半が奪われることになる。 しか し、均一的な現金給付では充足で きな

いニーズが残 される。例 えば、児童、未婚の母子 、障害者、高齢者 などに特有のニーズ

や、余暇の活用や市民相談 などはボランテ ィア活動 に委ね られるべ きだ と考えた17)。

第2に 、補助金や税制 などを通 じて、国家 はボランテ ィア活動 を奨励すべ きである。

1つ には、ボランティア活動 は自由社会の証 の1つ であ り、公衆にサービスを提供する

意欲 のある人々に、政治家や公務員 になること以外 に、その意思を実現で きる機会 を提

供する必要があるか らである。 もう1つ は、ボランティア活動 は公共政策の一部であ り、

ボランテ ィア団体がそのサー ビス を提供 しなければ、国家が提供せざるを得 な くなるか

らである18)。

第3に 、歴史的発生 においては相互扶助型 と博 愛主義型 は区別 されるが、いずれは収

敏 してい く。「相互扶助 は、未来の より平等 な社会で、博 愛に、単 に自分 自身のためだ

けではな く、社会全体のための社会的進歩の促進に広げ られなければならない」19)。こ

の ことは、単に友愛組合が博:愛主義 的サー ビス を提供すべ きだ とい うことだけでな く、

博愛主義的サー ビスが相互扶助の原理 に基づいて運営 されるべ きだ とい うことを意味す

る。 「そうであれば少な くとも人間社会 は一つの友愛組合 になるだろう一それはい くつ

かの大 きな部門と多 くの小 さな部門の連合体組合(AfmiatedOrder)で あ り、各々は自由

に生活 してお り、共通の 目的 によって、その 目的に奉仕するという協定によって、残 り

の全て と結 びつけられている」20>。

すなわち、ベ ヴァリッジは 「特殊なニー ドの充足」、「参加の機会」、「サービスの提供」

という3つ の点にボランテ ィア活動の存在意義を見出 したのである。福祉国家体制のも

とで もボランテ ィア活動が活発 に展開することを期待 した。国家による現金給付 をベー

スに、相互扶助の原理に基づいた博愛 主義的サービスが覆っているような体制を想定 し

たのである。実際にはべ ヴァリッジの見通 しと異 な り、 ボランテ ィア活動は戦後 しば ら

く停滞 していた・・)。なかで も友愛組合は 「保険」 とい う大 きな活動領域 を失って、衰退

の道 を辿 った。 しかし、ボランテ ィア活動 を社会政策の1つ の領域 として位置づけ、公

的社会サ ービス との関連で捉 えるベ ヴァリッジの枠組み は、T且 マ ーシャル も含めて、



社会政策の展開 とボランテ ィア活動 一THマ ーシャルをてがか りに して 一 191

その後のボランテ ィア活動の議論 に大 きな影響 を与えている。

3.サ ービス供給 システムの中におけるボランティア活動

マーシャルの場合、ボ ヲンティア活動 に関す る議論は社会政策論の中に入念 に織 り込

まれている。彼 の社会政策論 は 『社会政策』 に代表 されるように、1960年 代以降に集中

している。彼が社会政策の展開に強い関心 を持つ ようになったのは、市民権 に関す る議

論 との関連 においてであった。彼 は 「市民権 と社会階級」(1948)で 市民権 を公民権、政

治権、社会権の3要 素 に分割 し、イギリスの社会サービスが普遍主義原則で運営 され る

ようになった ことを指 して、「社会権が確立 した」 と主張 した22>。

1950年代後半以降に社会政策の普遍主義原則が繰 り返 し批判されるようになる と、「社

会権」 の確立 という前提が脅かされることになる。マーシャルは社会政策の領域にさら

に踏み込み、社会政策と権利の関係 について考察 を深めていったのである。この ような

マーシャルの社会政策論を取 り上げることは、サー ビス供給システムにおいてボ ランテ

ィア活動が持つ意味を理解 し、権利 とボランテ ィア活動 との関連を考察す る上で、大 き

な手がか りとなるだろう。

マーシャルがボラ.ンティア活動 について直接論 じた論文 は、「ボランタリー ・アクシ

ョン」(1948)だ けである。 これはべ ヴァリッジの 『ボランタリー ・アクジョン』の書評

という形で書かれている。マーシャルは、ベヴ ァリッジと同様 に、組織 レベルのボラン

テ ィア活動 に焦点 を当て、それを社会政策の1領 域 として捉えている。また、ボランテ

ィア活動の原理を 「相互扶助」 と 「博愛主義」 に区別する、ベ ヴァリッジの見解に従 っ

ている。

しか し、彼はボランテ ィア活動の将来 について、ベ ヴァリッジと異なった見通 しを持

っていた。博愛主義型サービスは相互扶助の原理で運営 されるべ きではない と考えてい

た。「博愛的動機 から今湧 き出ている全てのサー ビスが、相互扶助の原則 で運営 され る

包括的な地域社会連絡会の指示の もとに結合されるならば、行為へ のこの特殊で 自発的

な衝動は必ずや弱め られるだろう。」23)マーシャルとべ ヴァリッジとのこの見通 しの違 い

は、サービス供給機関におけるボランテ ィア活動の位置づけの違いによっている。

マーシャルはイギリスの社会政策について論 じる場合、民主一福祉 一資本主義体制 と

い う 「ハイフン連結社会(hyphenatedsociety)」 モデル'4)を念頭 に置いている。すなわち、

「民主主義」、 「福祉」、「資本主義」 とい う、それぞれ別個の制度 と 「機軸原理」 を備 え

た独立 した3つ のセクターによって構成 されている社会である。各セクターはそれぞれ

の 「機軸原理」か ら引 き出される自律性 を享受 し、各セクターの間の境界 問題や価値 の

不一致があ りなが らも、相互補完 的な関係 にある。

この 「ハイフン連結社会」 において、人々のニーズや需要 を充足 させ るとい う同 じ目

標 を、福祉セクターと経済セクターは2つ の異 なった方法で分担 してい る。市場経済は
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最 も効率 よく富 を生産す るが、同時に社会的不平等や貧困など多 くの社会的不正義 をも

生み出 し得 る。「福祉の中心的機能は、まさに、市場か ら商品やサー ビス を取 り上げて

市場に取って代わること、あるいは、何 らかの方法 で放っておいては生 まれなかったよ

うな結果が生 じるように市場の機能 を統制 し修正す ることである」万)。

経済セ クターで機能する機関は、私企業 に代表 される私的機関(phv鵬agency)で あ り、

人々は私的機関から財やサービスを金銭で購入する。それに対 して、福祉 セクターの機

関は、家族 と、 コ ミュニティの成員が管理運営するボランテ ィア活動機関(voluntary

agency)、 中央 ・地方政府 の関係部門に属する公的機 関(sta　utolyagency)で ある。 これ ら

3者 が供給 する ものが社会サ ービスであ り、それ らを人々はニーズに応 じて受け取 る。

ある特定のサービスを提供するのに、経済セクターを通 じてす るのか、福祉セクターが

するのか、あ るいはその双方でするのか、ということを決定す るのは政府である。社会

政策は経済セ クターに対 して福祉セクターの守備範 囲を定め、私的機関、家族、ボラン

ティア活動機関、公的機関、それぞれの役割分担を規定すると言 うことがで きるだろう。

公的機関なり、ボランテ ィア活動機関な りがサー ビス提供を決定する際に、 まず第1

に考慮するのは、対象者が家族 からどの程度財やサービスを受 けることがで きるか とい

うことである。その意味で、家族は 「最初か らのものであ り基礎的なもの」 として福祉

の機関の 中で特別な位置を占める26}。しか し、ボラ ンテ ィア活動機関や公的機関による

社会サービスが発達するにつれて、家族の役割 は縮小 して きている。マーシャルの関心

は主に、私的機関、ボランティア活動機関、公 的機関の3者 関係 に向け られている。な

かでも、ボランテ ィア活動機関は3者 の間の ダイナ ミズムを説明する上で重要な位置に

ある。

マーシャルの場合、公的機関の役割 を現金給付 に限定 していない。 むしろ、財 とサー

ビスの提供が福祉セ クターの中心的機能であ り、公的機関の主たる責任であると考えて

いる。財 とサービスの供給において、私的機関、公的機関、ボランテ ィア活動機関は潜

在的に競合関係にあると言 えるだろう。

マーシャルもベ ヴァリッジと同様 に、ボランテ ィア活動機関 と公的機i関を社会改良 と

いう同 じ目標 を追求する共同関与者である と述べている。 しか し、マーシャルは公的社

会サー ビスを国家的規模 に拡大 された相互扶助 システムとして捉 えている。両者の違い

として彼 は次 の2点 を挙 げている。第!に 、責任の性質の違いである。公的機関のサー

ビス提供 は法律上の責任 に基づいているのに対 し、ボランテ ィア活動機関では道徳的な

責任であ る。「道徳的義務を一般 に感 じるので、ボランテ ィアは活動 を始めるようにな

るのである。」27〕

第2に 、サービスの多様性である。マーシャルはボ ランティア活動機関の方が公的機

関 より多様性 について優 れてい ると主張する。1つ は、公的機関に課せ られた制度上の

制約である。公的機関では法律 による権限の裏づけのないサー ビスを供給で きない、ま

た、必要 とする全ての人々が利用できない ようであれば、そのサービスを供給すべ きで
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はない と考えがちである。 もう1つ は、公立機関の価値中立性である。ニー ドを充足す

る手段が一般的な合意のない道徳的コー ドに関係 している場合、公的機関では対応 し難

いo

これ らの違いによって、公的社会サー ビスが拡大 してい くにもかかわ らず、ボ ランテ

ィア活動機関が機能 し続 けることがで きるとマーシャルは考えている。 もちろん、ボラ

ンティア活動機関のサー ビスは社会政策の一部であ り、国家による監視や認可が必要で

あると主張する。 しか し、その ことが安易 な肩代 わ り論 に繋がるの を警戒する。「公的

サービスの不足 を仕方がないもの として認め、前線 の外側でボランタリズムの発達 を促

し、その不足 を埋め ようとすることは魅力的である。 しか し、そのようなコースは敵対

の種 を含 んでお り、共同関与者が社会改良 という同 じコースへ向かって追求 してい く余

地がな くなるだろう。」銘〉

私的機関 と公的機関についてマーシャルは明確 に対立関係にある もの として捉えてい

る。両者の間の 「公正な競争」がサービス供給 をより効率の良い もの にす るとい う見解

を即座に退ける。1つ は、福祉分野 での政府の責任 は直接的で強制 されたものであるか

らである。 「政府 は規制 ・監督 ・監査 ・安全網 などによってリスクを制限す る処置 を取

ることな く、重要な責任 を全て私的機関 に委 ねることはできない」29)。政府 はサービス

供給の最終的責任 を負 っているのである。 もう1つ は、公的社会サービスが包括的なも

のでなければならないか らである。特定のサー ビスを全ての人々に権利 として保障す る

ためには、全国的な広が りを持ち、需要の増大 に対応で きるようにしなければならない。

私的機関によるサービス供給が大 きくなれば、政府 はこの責任 を果たすのが難 しくな

る。それによって、「相互扶助の システムに よって成員の緊急 なニーズに対応する」 と

いうコミュニテ ィの観念が危機にさらされる。特 に、医療、教育の場合、サービスへの

アクセスそのものが人々の生活の質 を左右する。私的機関 と公的機関の問にサービスの

質的格差が生み出されると、 この 「制度的2重 水準」が社会の中に階級区分 を作 り出 し

維持する働 きをす る。これ を拡大 させ るようなことは、「ハイフン連結社会」体制の崩

壊 につなが るものである30)。それゆえ、マーシャルは公的機関が優先 され るべ きだ と考

えている。

ボランテ ィア活動機関は、私的機 関と公的機 関の双方 に親和性 を持つ。相互扶助型の

ボランテ ィア活動機関は金銭のや りとりを認め る点で、私的機関に近似 してい く可能性

を持つ。 また、相互扶助の原則は国家的規模 に拡大 してい く可能性 を持つ。友愛組合 と ・

商業保険は並行する形で成長 し、友愛組合が拡大 してい くと商業保険 との区別が不明確

になった。国家的社会保険は商業保険をモデルとして構築 された。ボ ランテ ィア活動機

関によって発達 した相互扶助の原理が、私企業 を媒介 して、国家的社会保険の原則へ と

引 き継がれた と言えるだろう。他方、博愛主義型は新 しい問題 を発見 して新 しい事業を

開始するの に重要な役割 を果た している。サービスのあるものは公的機関に引 き継がれ、

ある ものは公 的助成金を受けて、ボランテ ィア活動機関が提供する。すなわち、ボラン
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テ ィア活動機関は私的機関 と公的機関の双方 を育む苗床の ような機能を果 たしている と

言えるだろう。

以上の ように、T.H.マ ーシャルはボランテ ィア活動機関を、サー ビス提供 をめ ぐって

公的機関や私的機 関と、対立 ・協同 ・併存などの様 々な関係が生 じるもの として位置づ

けている。 このような私的機 関、ボランテ ィア活動機 関、公的機 関の問の ダイナ ミズム

を理解するには、福祉セクターが保障 している権利の性 質を考察する必要があるだろう。

4.福 祉 に対 する権利 とサービス供給機 関

イギ リスは、資 産調査 と劣等処遇 を伴 う救貧法の もとで、受給者 にステ ィグマが付与

されたとい う苦い経験を持つ。そえゆえ、ベヴァリッジが新 しい社会保険制度を構想す

る際、最低限度の生活水準 をいかに して権利 として保障 し得 るのかという点に心を砕 い

た。彼は保険 と扶助 を厳 しく区別 した。資産調査 を課 され、担当官の裁量 によって与え

られる扶助は、恩恵であって権利ではない。保険は拠出金が根拠 となって、無条件 に権

利 として与 えられる。全 国民をカバーする、均一拠出均一給付の強制社会保険制度 によ

ってのみ、そのことが可能になると考えた。このべ ヴァリッジプランは多少の修正 を経

て実現 に移 された。

しか し、保険 と扶助の区別はす ぐに行 きづまった。多 くの受給者が保険給付だけでは

不十分で、扶助を必要 としたか らである。様 々なニー ドを抱える人々に一律の保険給付

で、最低限度の生活水準 を保障す ることはで きなかったのである。裁量を伴 う給付が常

態化することは、福祉セ クターが保障する権利の性質 に疑問 を投げかける。そこで、マ

ーシャルは 「福祉に対する権利」(1965)に おいて、 この問題 を考察 しているのである。

福祉セ クターは人々のニーズに応 じて財やサー ビスを提 供するが、だか らといって、

福祉 を金銭、すなわち富の代用物 とみなすことはで きない。ソーシャルワーカーがクラ

イエン トに接す る時、金銭では測定で きない、共感、励 まし、希望、幸福 とい う主観的

な感情 にもかかわっている3玉〉。福祉 には富 と幸福 が不可分 に絡み合 っている。そ えゆえ、

マーシャルは福祉 を 「物質的な手段 と非物質的な目的 との複合物 であ り、富と幸福 を両

極 とした軸の中間の どこかに位置する」32)もの と、定義 している。「富」 と 「幸福」のど

ちらの極 に福祉が近づ くか とい うことは、社会状況の中で変化するものとして考 えてい

る。

「物資手的な手段」、すなわち 「富」に対する権利は、その内容 を明確 に規定するこ

とができる。 しか し、「非物質的な目的」、すなわち 「幸福 」に対する権利は、極 めて曖

昧 なものにならざるを得ない。「富一幸福」の軸の上 を揺 れ動 く 「福祉」 に対す る権利

を考 察するため、マ ーシャルは権利 を保 障する強制力の タイプに よって 「法的権 利

(legalゴgh面」、「社会的権利(sodalhgh的 」、「道徳的権利(mo釦hghts)」 の3つ に分類 して

いるQ
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法的権利の場合 、権利内容 は法律に明記され、解釈 によって適用 され る。権利侵 害に

対 して法的救 済手続 きが用意 され、独立 した法廷 で厳密 に法律 に基づいて裁判 され る。

社会的権利の場合、権利の認定は担当官の裁量に含 まれ る。権利侵 害に対 しては不服 申

し立てだけが可能であ り、通常同 じ役所の上級 レベル、あるいは、その 目的のために設

け られた特別の法廷 にケースが持 ち込 まれ行 政的 に判定 される。道徳的権利の場合、そ

の権利を支えているのは共感、ヒューマニティとい う道徳的感情である。

マー シャルは裁量付 きの給付 を法的権利ではない と認めているが、ベ ヴァリッジ程否

定的に捉 えていない。む しろ、社会サービスの給付に裁量が伴 うのは当然であると考 え

ている。その理由の1つ がニー ドの概念であ る。杜会サー ビスは特定の個 々のニー ドを

満足 させるよう企画 されている。 「個々のケース におけるニー ドと、そのニー ドを満足

させ るのに最 も適 した手段の査定は、個別的な判断 とい う行為を伴 う。」'3)ここに、福祉

専門職の判断と官僚の裁量が必要 とされる㌦

もう1つ が権利 ・義務 の関係 である。貧困救済の場合、給付 に対する権利 は、「でき

ることな ら窮乏に陥 らない とい う個人の義務」 と釣 り合 っていなければならない3%医

療や教育の場合、権利 と義務 は非常 に密接 に関連 してお り、権利の行使は同時に義務で

もある。社会が健康で教育 を受けた人々 を必要 とするので、あるレベル までの教育は義

務であ り、健康の維持 を強制 されるのである。権利 と義務 を釣 り合わせるために裁量が

行使 されるのである。それゆえ、マーシャルは福祉 に対す る権利 を法的権利では な く、

社会的権利や道徳的権利 として位置付 けている。

しか し、社会的権利や道徳権利が、権利保障において法的権利 より著 しく劣 るものだ

とは考えていない。マーシャルは裁量 をネガテ ィブなものとポジテ ィブなもの とに区別

している。前者の裁量 は、給付を拒否あるいは削減す るよう機能する。救貧法ではこの

タイプの裁量が資産調査 と結 び付 き、人々に嫌悪の念 を植 え付けた。それに対 し、後者

の裁量は、ニー ドの最 も切実 な人々により多 くのサービスを提供するよう機能する。マ

ーシャルは、ポジティブな裁量が使用 され、世論や情報公 開、不服 申し立 てといった強

制力が十分に機能すれば、訴訟による強制 を伴わな くて も、社会的権利ゐ享受が保障 さ

れると考えていた。道徳的権利の場合、共感が強制力 として機能す る。

この ような法的権利、社会的権利、道徳的権利の区別 を、マーシャルは様々な種類の

社会サービスに具体的にあてはめて考察 している。法的権利の例 として挙げられている

のは、社会保険の給付に対する権利である。マーシャルは社会保険を福祉 セクター と経

済セクターの双方に属するものとして位置づ けてい る。社会保険制度は発足当初は均一

拠出均 一給付 を原則 としていたが、やがて、所得比例の累進年金制度が均一年金制度 に

上乗せ された。社会保険は 「労働者の所得 をもはや働 けな くなった時期 に広 げる機構」

であ り、給付水準 は就労時の個人の所得 をある程度反映 した ものになってい る3①。マー

シャルは、所得維持 に対する権利を、所得比例の拠出金が作 る法的権利であると考 えて

いる。
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保険に扶助をプラスした社会保障の場合、それは福祉セクターの制度 となる。扶助は

個人のニー ドを考慮 して、保険給付金の不足 を補 うように担当官の裁量のもとで支給 さ

れる。それゆえ、マーシャルは社会保障に対する権利 を社会的権利に分類する。医療の

場合、病気の診断や最 も適切な治療方法の選択は主に医師の判断 に委ね られるところが

大 きい。教育の場合も学生の能力に合った教育の提供 は教 師の判断によっている。医療

や教育に対する権利 も、社会的権利 に含まれると捉 えている。

それに対 し、対人福祉サービスに対す る権利は道徳的権利 に分類 されている。対人福

祉サービスの場合、教育や医療 と異 なり、権利はそれを遂行する義務 によって強化され

ない。 しかも、サービスの供給対象は全ての市民ではな く、老人、児童、障害者 など特

定のカテゴリーに属 し、特定のニーズ を抱える人々である。老人が幸福な生活 を送れる

よう、あるいは、障害者が能力 を最大限に伸 ばせるようサービスを供給することは、彼

等 に対する共感 という道徳的感情 によってのみ支えられているからだと述べている。

このような受け取 る側の権利 は、与える側 の義務 と対応 している。「社会保障や医療

や教育サービスの場合は国家のその市民に対する、あ るいは社会の社会 自身に対する責

務であったのに対 し、老人や被差別者や障害者 に対す る福祉を増進する責務は人々の隣

人に対す る義務 に基づいているのである」37)。す なわち、対 人福祉サービスは地域住民の

道徳的義務 とみ なされるのである。

福祉 に対する権利を法的権利 、社会的権利、道徳的権利 という3種 類の権利に分けて

考察するマーシャルの視点 は、非常に意義深い。 しか し、3種 類の権利は、彼が考 えて

いた以上に流動 的なものであろう。福祉セクターが保障するものは、マーシャルの言葉

を借 りれば、富 とい う物質的なもの と幸福 という精神的な ものの中間物である。それゆ

え、福祉 に対す る権利は金銭 とい う客観的 な尺度 で測定 し切 れない曖昧な性格 を持 ち、

法的権利 に近い ものか ら道徳的権利 まで含まれる。む しろ、特定のサー ビスに対する権

利は、法的権利 ・社会的権利 ・道徳的権利の3層 構造 を持つ もの として捉えた方が良い

だろう。

特定のサービスに対す る権利について法律で明記 されてい るものを、法的権利 として

位置づけることができるだろう。実際のサービス給付 で、サービスをクライエン トのニ

ーズに合うよう個別化 してい くのは、専門家や担 当官の役割である。そ こに個 人の判断

が働 く余地があ り、ポジティブな裁量が行使 される場 合、社会的権利が保障 される。社

会的権利 は法的権利 に実質的な内実 を与 えるものだと言 えるだろう。社会的権利 を保障

する強制力は、マーシャル自身が認めているように、福祉 を社会の重要 な目標 とする合

意 を伴わなければ有効 なもの とはならない。その ような福祉意識は道徳的権利の一般的

表明だと考 えられる。

3つ の権利の うちどれ1つ として欠 けて も、権利 として不安定 なものとなるだろう。

道徳的権利 を伴 わない社会的権利は形骸化 したものになるだろう。また、逆 に、道徳的

権利がどんなに強固であっても、社会的権利や法的権利が持つ ような制度的保障を伴 わ
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なければ、不安定 なもの となるだろう。法的権利 も、権利内容が法律で どんなに明確 に

規定 されていて も、社会的権利や道徳的権利 を伴わなければ、空虚な もの となるだろう。

しか し、特定のサー ビスについて、3つ の権利の中で どの権利が強いか弱いか というこ

とは、社会状況の中で変化するもの と考えられる。

これ らの3つ の権利 に対 して、3種 類のサービス供給機関は どの ような関係 にあるの

だろうか。私的機関は市場契約に基づいてサービスを供給する ものであ り、福祉の権利

の外 にある。ボランティア活動機関の活動 は道徳的権利に対応す る。道徳的権利の存在

が地域住民に道徳的義務 を負わせ、それに支え られてボ ランテ ィア活動が展開 してい く

のだと考え られる。公的機関は、ポジテ ィブな裁量が行使 されれば、社会的権利 を保障

する。特定のサービスの供給 において、公 的機関、ボランティア活動機瀾 、私的機関の

役割分担が定義 し直 されてい くのは、そのサー ビスに対する権利構造が変化 してい くか

らだと考え られる。

5、 対 人福祉サービスとボランテ ィア活動

3種 類のサービス供給機関と3つ の権利の関係 という観点か ら、マーシャルが描いた

19世 紀以降のイギ リスの社会政策の展開を整理 し直 してみ よう。この枠組みに依拠すれ

ば、社会政策の展開を4つ に時代 区分す ることがで きる。

第1期 は19世 紀末 までであ り、マーシャルは、この時期、福祉 セクターがまだ他のセ

クターと対等 のパー トナーではなかった としている。社会政策は選別主義 を特徴 と し、

その中心的課題は貧困の除去であった。当時、貧困は社会にとって当然で不可欠な要素

であ り、貧困があるか ら人々は勤労すると考 えられた。生活手段 壷欠 くような窮乏は望

ましい ものではな く、取 り除かれるべ きものであった。 しか し、貧困を救済す るために

供給 される社会サービスは、市場経済の機能 を妨げ ない範囲で最小限に留められるべ き

だと考えられていた。貧困救済は救貧法 を法的根拠 とし、救貧法当局は資産調査 によっ

て最窮貧層を選 り分け、彼 らの救済だけを引き受 けた。現金給付か ら、教育、医療サー

ビス、対 人福祉サービスに至るまで様 々な給付 を行 った。サービスが まだ分化せず、融

合 したまま単一の公的機関 によって提供 されていたのである。 しか し、救貧法の適応 を

受けた人々は市民権 を剥奪 され、一般市民 より一段劣 る人々 という扱いを受けた。従っ

て、救貧法は貧困救済の法的権利を謳 ったものではな く、救貧法当局は社会的権利 を保

障する機関ではなか った。

他方で、貧困の救済 に関わる多 くのボランテ ィア活動機関が発達 した。社会サー ビス

はで きるだけボランティア活動機関に任せ るのが望 ま しく、それによって貧困問題が解

決で きると考えられていた。19世 紀前半か ら友愛組合が発達 し、組合員に疾病手当、老

齢年金、死亡保険の給付 を行 っていた。19世 紀後半になる と、従来バラバラに行 われて

いた民 間社会事業 を統合 し、公的機関 との連携 を図るために慈 善組織協会が設 立された。
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慈善組織協会 は救済の 申請者 を道徳的資質 によって 「救済 に値す る」者 と 「値 しない」

者 に区別 し、前者の救済だけを引 き受け、後者は救貧法当局に委 ねた。道徳的義務 を果

たす者だけ救済 を受 ける権利があるとしたのである。私的機関については、教育、医療

の分野では私立学校や個人医が存在 したが、いずれ もごく限 られた階層の人々 しか利用

で きなかった。保険の領域では、保険会社が発達 し、友愛組合の運営 を圧追するように

なっていった。

それゆえ、この時期、社会サ ービスの中心はボランテ ィア活動機関であ り、福祉 に対

す る権利は道徳的権利だけであったと言 うことができるだろ う。その道徳的権利 も、私

的機関の発達 によって脅か されつつあった。

第2期 は19世 紀末か ら第2次 世界大戦までであ り、マーシャルは、 この時期、福祉 セ

クターが他のセクターと対等 な位置 を次第 に獲得 していった と捉 えている。世紀 の転換

期 に行われたい くつかの社会調査は、国民の3分 の1が 貧困状態にあることを明 らかに

した。同じ頃、友愛組合は財政状態が悪化 し、組合員 に対 し十分な給付 を保障で きない

状態に追い込まれた。盆困問題 はボランティア活動機関だけでは解決で きない と認識さ

れた。社会政策は普遍主義 を志向するようにな り、その中心的課題 は貧困の除去であっ

た。資産調査 を課すことな く、ナショナル ミニマムを権利 として保障するため に、救貧

法が解体 され、社会保障、医療 など、個別の給付 を目的 とした新 しい法律が次々に制定

されていった。それに伴い、個別の給付 を目的 とした公的機関が設置 された。サービス

と供給機関が次第に分化 していったのである。 しか し、対人福祉サービスについては依

然 として救貧法当局 に残 されていた。

この時期、給付の中心は現金給付であった。それぞれの領域で公的機関 とボランティ

ア活動機関の対立が見 られた。医療の場合、対立 はやがて協調に変わった。一般医 によ

る医療サー ビスや結核のサナ トリウムなどの現物給付 については保険委員会が運営 した

が、現金給付 については友愛組合や保険会社 などを 「認可組合」 として制度 に組み込み、

それ らに委ねた。公的機関 とボランテ ィア活動機関の連携が行われたのである。失業給

付の場合、社会保険制度 は比較的容易に導入された。労働組合が失業 した組合員 に給付

す るもの以外 に、ボランテ ィア活動機 関や私的機関でそれに相当する ものが発達 してい

なかったか らである。年金の場合、友愛組合や保険会杜が発達 していたので、社会保険

制度 の導入は強い抵抗 を受 けた。

す なわち、社会保障や医療に対す る法的権利が徐 々に認め られる ようになって きた。

しか し、公的機 関の役割はまだ小 さく、ボランティア活動機関と私的機関の担 う役割が

大 きかった。社会的権利が まだ不明確であったと言 えるだろう。

第3期 は第2次 大戦後か ら1960年 代前半までである。マー シャルは、この時期、福祉

セクターが他 のセ クターと対等の地位 を獲得 し、「ハ イフン連結社会」体制が確立 した

と捉えている。社会政策は普遍主義を特徴 とし、その中心的課題は貧困の除去 と福祉の

増大であった。救貧法が撤廃 され、「福祉国家」 と呼 ばれる包括 的な公 的社会サー ビス
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が確立 した。社会保障、保健医療サービス、教育について、公的責任 を認め、公的機関

が設置 された。現金給付 もサー ビス給付 も公的機関が行 った。ナ ショナル ミニマムを公

的機関が保障 し、そのレベル以上 をボランティア活動機関 と私的機関が対応す るという

役割分担が期待された。実際 には、公的機関が優勢で、ボランテ ィア活動機関 と私的機

関は役割 を縮小 させていった。 しか し、対人福祉サービスの分野では、実質的な給付は

ボランティア活動機 関が行 っていた。給付の責任は地方政府に委ねられていたが、明確

な法的根拠 はまだなかったのである。

す なわち、社会保 障と保健医療、教育については、法的権利 と社会的権利が認め られ

ていたが、対人福祉サービスについては道徳的権利だけであったと言 えるだろう。

第4期 は1960年 代後半以降であ り、マーシャルは、 この時期、社会政策の普遍主義が

動揺 したと捉 えている。社会政策の目標は福祉の増大であ る。年金制度の分野では、所

得比例制度が導入 されていった。それに伴い、企業年金の加入者数 も増加 して きている。

保健医療の分野でも、病院株式会社が運営する病院数が増加 し、民 間医療保険への加入

者数 も増加 している。対人福祉サービスの分野では、1970年 に地方当局社会サービス法

が成立す ることによって、地方自治体 に社会サービス部が設置 され、そこが一括 して対

人福祉サー ビスの供給 に責任 を持つようになった。 しか し、老人配食サービスや子育て

支援 など多 くのサー ビスにおいて、ボランティア活動機関が独 自に事業を展開 した り地

方当局の委託 を受けた りして、引 き続 き重要な役割 を果 たしている。営利 目的の老人ホ

ームやナーシングホームなど、私的機関 も増加 してきている。

す なわち、対人福祉サー ビスについて も法的権利が確立 したが、社会的権利 はまだ不

明確 だと言えるだろ う。他方で、いずれの分野で も私的機関の台頭が著 しい。福祉 セク

ター と経済セクターの境界が曖昧になってきている。福祉 に対する権利は、私的機関の

発達 によって脅か されている。

以上のことか ら、ボランティア活動 について次のような結論 を引 き出す ことがで きる

だろう。20世 紀前半 に公的機関 とボラ ンテ ィア活動機関 との関係で議論 されたのは、貧

困救済を巡る対立 と協調についてであった。20世 紀後半に公的機関 とボランテ ィア活動

機関 との関係が議論 されるのは、社会サービスの中で、新たに対人福祉サー ビスが浮上

し、それに対する権利の構造 が定義 し直 されてい くか らだ と考えられる。

6.結 び に代 えて

近年イギ リスでは、対人福祉サー ビス と保健 医療 を統合 したコ ミュニテ ィケアの管

理 ・運営の技法 として、ケアマネジメ ントに関す る議論が活発 に展開されている。 これ

は1988年 に提出されたグ リフィス報告書 に端 を発 している。報告書では、地方当局はサ

ービスの直接的提供者であるよりも、むしろサービスを計画 し、購 入すべ きだという見

解が示 され、その提案に従って1990年 にコミュニテ ィケアおよび国民保健サービス法が
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制定 されている。

これは、サー ビスの生産 と分配 を区別 し、生産を公的機関、ボランテ ィア活動機関、

私的機関の 「自由競争」 に委 ね、分配の ところで社会的権利を保障してい こうという試

みである と捉 えるこ とがで きるだろう。 このことは、ボランテ ィア活動機関に、サー ビ

スの生産 について、営利 目的の私企業 と同 じ水準 での競争 を強 いることになる。 また、

公的なサービス供給体制 に組み込 むことで、ボランティア活動機関に社会的権利の保障

を担わせ ることになる。 しか し、そのことによって、ボランテ ィア活動が本来持つ、公

衆に対するサービスへの自発的な参加 とい う特性が損われることになるのではないだろ

うか。

翻って、対 人福祉サービスの分野でシルバー産業 とボラ ンテ ィア活動 を振興 している

日本の状況を考えた場合、以上の議論から得 られるものは大 きいであろう。
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社会政策の展開 とボランテ ィア活動 一T.H.マ ー シャルをてが か りにして 一 鵬

VoluntaryActionintheEvolutionofSociaIPoIicy

ReikoMORISADA

ThesocialsεrvicessystemhasbeenrefbmledrecentlyinJapan.Personalsocialserviceshave

becomeanimportantmatterfbrsocialpolicyandvoluntaryagenciesareexpectedtobecomean

importantprovideroftheseservices.Manyvoluntaryagencies,曲ichprovidepersonalsocialseト

v量ces,employpaidworkers.Inorderto舳rtherunders重andthesechanges,itwillbeusefUltoconsid-

erVoluntaπyActionwithinIhecontextoftheevolutionofSocialPolicy.Therefbre,inthisreportI

refbrtoBeveridge'sVb1ロn`aσAc療oηandT.H.MarshalrstbeoryofSocialPolicyandexplainhow

MarshallputsBeveridge'sargumentofVoluntaryActionintohistheoryofSocialPolicy.

AccordingξoBeveridge,theStateshouldencouragevoluntaryactionofthekindwhichpromotes

soc重aladvancement.Tkroughauniversalcon血butoryinsuranceaSQcialServiceStateguaran止eestQ

citizens,asaright,anationalminimumofcerta孟nservices.Voluntaryactionisabletocomplement

thissystembyprovidingservicesnotcoveredbytheState:especiallyintheareaofpersonalsocial

services。Inthissense,voluntaryactioncangivemanypeopleachancetoservethepublic,

Marshallalsostatesthatvolunta鯉actionandstatutorysocialservicesaretwopar乞iesgtriving

towardsthesamegoalofsocialbette㎜ent.ButaccordingtoMarshall,statutolyagenciesprovide

money,goodsandservices.Marshallclassesprivateagencies,stamtoryagenciesandvoluntary

agenciesastheproviderofgoodsandservices.Privateagenciesbelongtotheeconomicsector,

statutoryagenciesandvoluntaryagenciesbelongtothewelfaresector.Volu飛aryagenciescan

eithercooperateorparallel,oreven,battlewithprivateagenciesa薮dstatutoryagenciestoprovide

goodsandservices.

Therelationofthesethreeagenciesisinnuencedbythetypesofrightstowelfare.Marshall

dividestheserightsintothree:1egalrights,sQcialrightsandmQralrightsaccordingtotkekindQf

sanctioninvolvedinthecaseofapPeaLInthecaseoflegalrights,thecontentsofrightsaredefined

preciselyinstaωtesanda(巧ustedbyinterpretation・Ifrightsareeroded,thelegalremedytakesthe

ma疑ertQanindependentcQ賦whichjudgestheissues頃ctlyinte㎜softhelaw」nthecaseof

socialrights,one'sclaimisassessedbyanexerciseofdiscretion.Ifrightsareeroded,thoseinvolved

canonlyappea1.Anappeahakes山emattertoahigher盈evelinthesamesystemofa戚hority.Inthe

caseofmor31rights,rightsre互yonamoralsenseofcompassionandhumanity.Therighuowelf合re

containsthesethreeleve璽s,legal,socialandmoraL

SocialPolicydecideswhichagenciesprovidewhatparticularsocialservice.Thechoiceisreflect-

edbythecomponentoftheright底)thisservice.Therefbre,sincetherighttopersonalsocia隻services

canbeconsideredIobeonamorallevel,iUherebyfbllowsthatavoluntaryagencybecomesthe

mainprovideroftheseservices.


